
新たな電力ネットワークの構築に向けた
制度・運用について

２０１９年２月４日

資源エネルギー庁

資料６



背景・趣旨

 本委員会では、送配電（ネットワーク）を取り巻く環境変化として、①再エネ大量導入
への対応、系統電力需要の減少、送配電網の高経年化といった課題の顕在化と、②
デジタル化を始めとしたテクノロジーの進展による新たな可能性の拡大へ対応すべく、新
たな電力ネットワークの構築に向けた見直しの検討を行ってきたところ。

 本日は、「次世代技術を活用した新たな電力プラットフォームの在り方研究会」の検討
状況について御報告させていただく。
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電力NWの課題等に対応する環境整備に関する論点整理

 電力NWが直面する課題は、系統需要の伸び悩みによる収入の低迷、系統設備の高
経年化対策の本格化に加え、大規模災害対応を含むレジリエンスの強化、再生可能エ
ネルギーの「主力電源化」への対応等、多様化・複雑化。

 このため、再エネ、EV、蓄電池といった分散型リソースや、IoT、データ解析等の新技術
の進展も見据え、安定供給性、環境適合性、効率性の更なる高度化に向け、新たな
電力NWへの転換を進めていくことが必要。

 とりわけ、電力NWへの投資は、長期かつ巨額にわたり、不可逆性が高いことから、中長
期的な視座に立って、今後のNW投資に織り込んでいくことが求められる。

 このため、電力NWを取り巻く課題や次世代技術等の新たな可能性に対応し、電力ネッ
トワークや３Eの高度化を実現するための環境整備として、主に①託送料金制度、②
データ活用、③電気計量制度、について、諸外国制度を中心に論点整理を行ってきた。
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 スマートメーターの普及によって、電力使用量のデータを用いた新しいサービスが生まれている。

（参考）スマートメーターデータを活用したサービス

・直近の一定期間（８週程度）の電気使用状況をモニタリングして導出した曜日ごとの平均使用パターンと比較して、電気が使用さ
れていない場合を異常とみなし、離れて暮らす家族に通知する「異常通知サービス」や、家での電力使用量の増加をとらえて家族の
状況を知ることができる「電力使用通知サービス」を導入。

節電メニュー
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・AIによって、スマートメーターで計量する30分ごとの使用電力量と、施設近傍の気象情報や過去の運用等の情報
を組合せ、施設ごとの省エネに係る課題を抽出するサービス。

・抽出した課題については、発生時刻と状況説明、対策及び電気料金への影響をレポートする。

省エネ診断

・小売事業者が予め指定する日の最も需要が多い時間帯の節電実施状況に応じて電気料金を割引。
・具体的には、①節電実施日の平均使用電力量と、②節電実施日の前平日5日間のうち、11時～14時の使用電力量が多い4日
間の当該時間帯の平均使用電力量を比較し、節電した電力量に応じて電気料金を割引。

見守りサービス

（出所）各社ホームページ
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（参考）電気計量への新たなニーズ例①

 分散型電源（太陽光やEV、蓄電池等）の普及と技術革新（スマートフォンや家電のスマート化、
ブロックチェーン技術等）により、多様な電気計量ニーズが広がりつつある。

消費機器ごとの
計量値の活用

• 家電がスマート化し、家電毎に電力消費
量をコントロールする省エネサービスや、電
力制御によるデマンドレスポンス取引への
活用といった可能性が広がりつつある。

• また、家電毎の計量値（≒取引量）も、
スマホ等で手軽に確認できれば、より消費
者の利便性向上が期待される。

＜課題＞
• 家電毎の特定計量器の設置は、
①サイズが大きく、消費機器ごとの取り付
けは外観・構造上困難

②数が多く、工事費もかかるため、コスト
高

③表示部を必ず計量器につけなければな
らない（スマホ表示での代替はできな
い）

特定計量器では
ない計量器の使用

• 例えば、ブロックチェーン技術を活用
し、新たに電力P2P取引等の技術的
実証について、取引の当事者間にお
ける「無償」での電気のやり取りで
あっても、電力量の証明を行うには
特定計量器を付ける必要があり、コ
ストの観点から円滑な実施に支障を
きたすケースがある。

• 取引者間の合意や実証期間のみの
限定といった条件付きで、特定計量
器でない計量器も使用できるように
すると、よりビジネス実証がしやすい
環境整備ができるのではないか。

２つの計器の
差分での取引

• EV普通充電器を自宅に設置する場合や、
１発電場所内に複数電源が混在する場合
等は、一定条件下で計量器の差分値での
取引ができれば、コスト削減につながり、EV
普通充電器の導入や更なる再エネの導入が
進む。

＜課題＞

• 差分計量の正確性を如何に確認するか。

• 既に認められた住宅用太陽光10kW未満に
ついては、国が実証で確認したものの、今後
多様なバリエーションの差分計量が想定され
る中、迅速・効率に如何に対応するか。

現在、新たに電源Cを設
置しようとする場合に、
電源Cの発電量
＝ D－（A＋B）

という形で計量する取引
（差分計量）について
は、その正確性を立証で
きていないことから、原則
として、計量制度上許容
されていない。







今後の検討について

本委員会においては、今後とも引き続き、「次世代技術を活用した新たな電力プラット
フォームの在り方研究会」の検討状況を注視し、密接に連携して議論を進めていく。

 また、研究会の議論の進展に応じ、本委員会においても具体的な論点を取り上げ、御
議論いただくこととしたい。

 とりわけ、電気計量制度については、一定程度ニーズが具体化されてきたところ、今後の
詳細検討に当たっては、消費者保護の視点が重要であることに加え、電気事業や電気
計量に係る専門的・技術的な知見、新たな技術や電力取引に係る知見も得つつ、電気
計量等のあるべき姿や具体措置に関して専門的な検討を進めていくこととしてはどうか。
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